
【様式第1号】

自治体名：笛吹市

会計：連結会計 （単位：円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 202,757,500,064   固定負債 72,861,124,434

    有形固定資産 169,927,302,065     地方債等 48,364,034,776

      事業用資産 52,456,978,985     長期未払金 28,925,860

        土地 29,597,766,199     退職手当引当金 4,999,680,972

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 50,265,589,667     その他 19,468,482,826

        建物減価償却累計額 -29,871,278,790   流動負債 8,733,873,664

        工作物 9,274,021,189     １年内償還予定地方債等 7,284,320,027

        工作物減価償却累計額 -6,875,489,380     未払金 674,492,898

        船舶 -     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -     前受金 -

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 426,387,044

        航空機 -     預り金 287,636,844

        航空機減価償却累計額 -     その他 61,036,851

        その他 3,960,000 負債合計 81,594,998,098

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 62,410,100   固定資産等形成分 208,806,575,191

      インフラ資産 111,141,308,208   余剰分（不足分） -73,286,879,859

        土地 5,966,390,829   他団体出資等分 -

        建物 5,145,438,603

        建物減価償却累計額 -1,876,181,760

        工作物 286,432,069,832

        工作物減価償却累計額 -184,986,870,233

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 460,460,937

      物品 18,829,090,429

      物品減価償却累計額 -12,500,075,557

    無形固定資産 4,144,641,572

      ソフトウェア 170,322,245

      その他 3,974,319,327

    投資その他の資産 28,685,556,427

      投資及び出資金 9,398,261,840

        有価証券 188,214,524

        出資金 9,210,047,316

        その他 -

      長期延滞債権 436,452,974

      長期貸付金 -

      基金 18,874,154,317

        減債基金 992,378,607

        その他 17,881,775,710

      その他 37,078,085

      徴収不能引当金 -60,390,789

  流動資産 14,357,193,366

    現金預金 7,673,897,811

    未収金 615,895,438

    短期貸付金 -

    基金 6,049,075,127

      財政調整基金 5,560,870,127

      減債基金 488,205,000

    棚卸資産 747,000

    その他 32,712,880

    徴収不能引当金 -15,134,890

  繰延資産 - 純資産合計 135,519,695,332

資産合計 217,114,693,430 負債及び純資産合計 217,114,693,430

連結貸借対照表
（令和6年3月31日現在）



【様式第2号】

自治体名：笛吹市

会計：連結会計 （単位：円）

連結行政コスト計算書
自　令和5年4月1日
至　令和6年3月31日

科目 金額

  経常費用 57,841,590,659

    業務費用 24,341,289,073

      人件費 5,844,625,408

        職員給与費 4,124,533,586

        賞与等引当金繰入額 425,028,945

        退職手当引当金繰入額 290,535,909

        その他 1,004,526,968

      物件費等 17,487,168,375

        物件費 9,214,838,803

        維持補修費 699,401,803

        減価償却費 7,378,576,873

        その他 194,350,896

      その他の業務費用 1,009,495,290

        支払利息 456,569,454

        徴収不能引当金繰入額 75,757,627

        その他 477,168,209

    移転費用 33,500,301,586

      補助金等 4,390,796,336

      社会保障給付 28,654,097,594

      その他 455,407,656

  経常収益 3,331,138,403

    使用料及び手数料 2,459,230,866

    その他 871,907,537

純経常行政コスト 54,510,452,256

  臨時損失 21,399,469

    災害復旧事業費 6,004,900

    資産除売却損 11,431,396

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 3,963,173

  臨時利益 18,606,894

    資産売却益 3,664,294

    その他 14,942,600

純行政コスト 54,513,244,831



【様式第3号】

自治体名：笛吹市

会計：連結会計 （単位：円）

固定資産 
等形成分

余剰分 
(不足分)

他団体出資等分

前年度末純資産残高 135,360,458,414 210,638,735,314 -75,278,276,900 -

  純行政コスト（△） -54,513,244,831 -54,513,244,831 -

  財源 54,626,242,903 54,626,242,903 -

    税収等 34,377,312,084 34,377,312,084 -

    国県等補助金 20,248,930,819 20,248,930,819 -

  本年度差額 112,998,072 112,998,072 -

  固定資産等の変動（内部変動） -1,926,081,299 1,926,081,299

    有形固定資産等の増加 3,545,817,841 -3,545,817,841

    有形固定資産等の減少 -7,287,664,930 7,287,664,930

    貸付金・基金等の増加 6,588,123,699 -6,588,123,699

    貸付金・基金等の減少 -4,772,357,909 4,772,357,909

  資産評価差額 1,552,138 1,552,138

  無償所管換等 10,025,926 10,025,926

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 39,995,021 94,438,830 -54,443,809 -

  その他 -5,334,239 -12,095,718 6,761,479

  本年度純資産変動額 159,236,918 -1,832,160,123 1,991,397,041 -

本年度末純資産残高 135,519,695,332 208,806,575,191 -73,286,879,859 -

連結純資産変動計算書
自　令和5年4月1日
至　令和6年3月31日

科目 合計



【様式第4号】

自治体名：笛吹市

会計：連結会計 （単位：円）

連結資金収支計算書
自　令和5年4月1日
至　令和6年3月31日

科目 金額

【業務活動収支】

  業務支出 50,125,186,971

    業務費用支出 16,624,885,385

      人件費支出 5,839,657,477

      物件費等支出 9,847,912,975

      支払利息支出 456,569,454

      その他の支出 480,745,479

    移転費用支出 33,500,301,586

      補助金等支出 4,390,796,336

      社会保障給付支出 28,654,097,594

      その他の支出 455,407,656

  業務収入 56,724,203,972

    税収等収入 33,747,590,308

    国県等補助金収入 19,771,275,587

    使用料及び手数料収入 2,398,731,978

    その他の収入 806,606,099

  臨時支出 10,006,066

    災害復旧事業費支出 6,004,900

    その他の支出 4,001,166

  臨時収入 18,125,880

業務活動収支 6,607,136,815

【投資活動収支】

  投資活動支出 8,735,896,538

    公共施設等整備費支出 3,501,098,433

    基金積立金支出 5,046,721,250

    投資及び出資金支出 188,076,855

    貸付金支出 -

    その他の支出 -

  投資活動収入 3,931,939,109

    国県等補助金収入 508,401,853

    基金取崩収入 3,317,685,493

    貸付金元金回収収入 -

    資産売却収入 7,688,281

    その他の収入 98,163,482

投資活動収支 -4,803,957,429

【財務活動収支】

  財務活動支出 7,232,372,963

    地方債等償還支出 7,066,472,400

    その他の支出 165,900,563

  財務活動収入 3,949,944,000

    地方債等発行収入 3,880,424,000

    その他の収入 69,520,000

前年度末歳計外現金残高 83,094,329

本年度歳計外現金増減額 199,805,986

本年度末歳計外現金残高 282,900,315

本年度末現金預金残高 7,673,897,811

財務活動収支 -3,282,428,963

本年度資金収支額 -1,479,249,577

前年度末資金残高 8,872,096,120

比例連結割合変更に伴う差額 -1,849,047

本年度末資金残高 7,390,997,496



１．重要な会計方針
(１)有形固定資産及び無形固定資産の評価基準及び評価方法

①有形固定資産・・・取得原価
ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。

ア．昭和59年度以前に取得したもの・・・再調達原価
ただし、道路、河川及び水路の敷地においては備忘価額１円としています。

イ．昭和60年度以後に取得したもの
取得原価が判明しているもの・・・取得原価
取得原価が不明なもの・・・・・・再調達原価
ただし、取得価額が不明な道路、河川及び水路の敷地は備忘価額１円としています。　

②無形固定資産・・・原則として取得原価
ただし、取得価額が不明なものは、再調達原価としています。

(２)有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法
①満期保有目的有価証券・・・償却原価法（定額法）
②満期保有目的以外の有価証券

ア．市場価格のあるもの・・・会計年度末における市場価格（売却原価は移動平均法により算定）
イ．市場価格のないもの・・・取得原価（又は償却原価法（定額法））

③出資金
ア．市場価格のあるもの・・・会計年度末における市場価格（売却原価は移動平均法により算定）
イ．市場価格のないもの・・・出資金額

(３)棚卸資産の評価基準及び評価方法
　棚卸資産は、先入先出法による原価法としています。

(４)有形固定資産等の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物 2年～50年
工作物 8年～60年
物品 2年～20年

ただし、水道事業の取替資産については、取替法によっています。
また、一部の連結対象団体については定率法によっています。

②無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
（ソフトウェアについては、法定耐用年数（５年）に基づく定額法によっています。）

③リース資産
ア．所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

（リース期間が１年以内のリース取引及びリース契約１件あたりのリース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引を除く）
・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

イ．所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
・・・リース期間を耐用年数とし、残存価値をゼロとする定額法

(５)引当金の計上基準及び算定方法
①投資損失引当金

市場価格のない投資及び出資金のうち、連結対象団体（会計）に対するものについて、実質価額が著しく低下した場合における実質価額と取得価額
との差額を計上しています。

①徴収不能引当金
未収金については、過去５年間の平均不能欠損率により、徴収不能見込額を計上しています。
ただし、一部の連結対象団体においては、法人税法に規定する法定繰入率に基づく繰入限度額によっています。
長期延滞債権については、過去５年間の平均不能欠損率により（又は個別に回収可能性を検討し）、徴収不能見込額を計上しています。
長期貸付金については、過去５年間の平均不能欠損率により（又は個別に回収可能性を検討し）、徴収不能見込額を計上しています。

②退職手当引当金
期末自己都合要支給額を計上しています。

③損失補償等引当金
履行すべき額が確定していない損失補償債務等のうち、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に規定する将来負担比率の算定に含めた
将来負担額を計上しています。

④賞与等引当金
翌年度６月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額の見込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する
部分を計上しています。

(６)リース取引の処理方法
①ファイナンス・リース取引

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。
②オペレーティング・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

(７)資金収支計算書における資金の範囲
現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物（容易に換金可能であり、かつ、価値変動が僅少なもので、３か月以内に満期が到来する流動性の

高い投資を言います。ただし、一般会計等においては、掛川市資金管理方針において、歳計現金等の保管方法として規定した預金等としています。）
なお、現金及び現金同等物には、出納整理期間における取引により発生する資金の受払いを含んでいます。

(８)その他財務書類作成のための基本となる重要な事項
①物品及びソフトウェアの計上基準

物品については、取得価額及び見積価格が50万円（美術品は300万円）以上の場合に資産として計上しています。
ソフトウェアについても物品の取扱いに準じています。

②資本的支出と修繕費の区分基準
資本的支出と修繕費の区分基準については、金額が60万円未満であるとき、又は固定資産の取得価額等のおおむね10％未満相当額以下であると
きに修繕費として処理しています。

(９)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
ただし、一部の連結対象団体（会計）については、税抜方式によっています。

(１０)連結対象団体（会計）の決算日が一般会計等と異なる場合の処理
決算日と連結決算日の差異が３か月を超えない連結対象団体については、当該連結対象団体の決算を基礎として連結手続を行っていますが、決算日と

連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っています。また、決算日と連結決算日との差異が３か月を超える連結対象団
体（会計）については、仮決算を行っています。

注　記



２．重要な会計方針の変更等
該当事項なし

３．重要な後発事象
(１)主要な業務の改廃

該当事項なし

(２)組織・機構の大幅な変更
該当事項なし

(３)地方財政制度の大幅な改正
該当事項なし

(４)重大な災害等の発生
該当事項なし

４．偶発債務
(１)保証債務及び損失補償債務負担の状況

他の団体（会計）の金融機関等からの借入債務に対し、保証を行っています。
（単位：円）

損失補償等引当金
計上額

貸借対照表
未計上額

笛吹川沿岸土地改良区 0 0 1,686,000 1,686,000
0 0 1,686,000 1,686,000

(２)係争中の訴訟等
該当事項なし

５．追加情報
(１)連結対象団体（会計）

区分 連結の方法 比例連結割合
一部事務組合・広域連合 比例連結 19.75%
一部事務組合・広域連合 比例連結 37.90%
一部事務組合・広域連合 比例連結 50.00%
一部事務組合・広域連合 比例連結 8.69%
一部事務組合・広域連合 比例連結 下記参照
一部事務組合・広域連合 比例連結 83.70%

第三セクター等 全部連結 ―
第三セクター等 全部連結 ―

連結の方法は次のとおりです。
①地方公営企業会計は、すべて全部連結の対象としています。
②一部事務組合・広域連合は、各構成団体の経費負担割合等に基づき比例連結の対象としています。

なお、山梨県市町総合事務組合については、以下の負担割合に基づき、連結しています。
一般会計 9.98%
電子化事業特別会計（電子申請） 7.58%
電子化事業特別会計（セキュリティクラウド） 6.51%
電子化事業特別会計（コンビニ） 10.88%
電子化事業特別会計（校務システム） 8.36%
電子化事業特別会計（教育情報セキュリティクラウド） 3.52%
会館管理特別会計 6.90%
研修事業特別会計 7.96%
処分場事業特別会計 5.64%
入札事業特別会計 3.18%
交通災害共済事業特別会計 17.09%

③第三セクター等は、出資割合等が50％を超える団体（出資割合等が50％以下であっても業務運営に実質的に主導的な立場を確保している団体を含み
　ます。）は、全部連結の対象としています。また、いずれの地方公共団体にとっても全部連結の対象とならない第三セクター等については、出資割
　合等や活動実績等に応じて、比例連結の対象としています。ただし、出資割合が25％未満であって、損失補償を付している等の重要性がない場合は、
　比例連結の対象としていない場合があります。

(２)出納整理期間
地方自治法第235条の５に基づき出納整理期間が設けられている団体（会計）においては、出納整理期間における現金の受払い等を終了した後の計数

をもって会計年度末の計数としています。
なお、出納整理期間を設けていない団体（会計）と出納整理期間を設けている団体（会計）との間で、出納整理期間に現金の受払い等があった場合

は、現金の受払い等が終了したものとして調整しています。

計

団体（会計）名 確定債務額
履行すべき額が確定していない損失補償債務等

総額

東八代広域行政事務組合
公益財団法人　ふえふき文化・スポーツ振興財団
一般社団法人　笛吹市観光物産連盟

団体（会計）名
甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合
峡東地域広域水道企業団
釈迦堂遺跡博物館組合
山梨県後期高齢者医療広域連合
山梨県市町村総合事務組合


